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令和４年度５月 日置市農業委員会総会議事録 

 

令和４年５月２８日、日置市農業委員会会長馬塲惠三郎は、令和４年度５月総会を日置市東市来支所 

４階大会議室に召集した。 

 

〈 会議に付した議案 〉 

 議案第 ８号 農地転用事業計画変更申請書審議について                （ ２件） 

議案第 ９号 農地法第３条許可申請書審議について                  （１２件） 

議案第１０号 農地法第４条許可申請書審議について                  （ １件） 

議案第１１号 農地法第５条許可申請書審議について                  （１２件） 

議案第１２号 非農地証明願出書審議について                     （ ４件） 

議案第１３号 荒廃農地に掛かる非農地判断審議について                （ ２件） 

議案第１４号 農用地利用集積計画審議について                    （５４件） 

 議案第１５号 日置市農業委員会の適正な事務実施に基づく点検・評価（令和３年度）及び （ １件） 

令和４年度最適化活動の目標と設定等審議 

 

〈 出席委員 〉（１９人） 

 １番 馬塲 惠三郎 (会長・議長)   ２番 奥 和俊        ３番 池畑 正治 

 ４番 日髙 格一           ５番 迫 千穗子       ６番 重水 賢治 

 ７番 馬場 五男           ８番 山口 義廣       ９番 野元 政博 

 １０番 楠 眞憲           １１番 東 芳男       １２番 横山 義晴 

１３番 地頭所 忠一         １４番 池田 初男      １５番 今屋 政市 

１６番 黒葛 クルミ         １７番 今村 壽久      １８番 末永 義弘 

１９番 春成 勝美 

 

〈 欠席委員 〉（０人） 

  

〈 出席推進委員 〉（１４人）  

２０番 佐藤 洋三   ２１番 東峯 満    ２２番 松崎 秀樹   ２３番 下池 健悟 

 ２４番 本村 敏英   ２５番 松崎 弘安   ２６番 瀧聞 隆男   ２７番 中玉利 一朗 

２８番 鳩野 哲盛   ２９番 檜物 茂広   ３０番 西園 賢一郎  ３１番 鶴田 浩志 

３２番 田中 宏和   ３３番 藤﨑 善行   ３４番 永野 彰一 

 

〈 欠席推進委員 〉（ １人） 

２３番 下池 健悟 

 

 

〈 事務局等出席者 〉 

農業委員会事務局 

事務局長    東  浩文     次長兼農業振興係長  吉冨  良一 

農地調整係長  小園 和仁     農業振興係      立和名 いづみ 

農地調整係   石塚 健一 
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( 開会 ９時００分 ) 

会長   ただいまから、令和４年度５月定例総会を開会します。 

      本日の出席委員は１９名中１９名で、農業委員会等に関する法律第２７条第３項に規定する過半数

を満たしておりますので、総会は成立しております。 

また、農地利用最適化推進委員１４名が出席です。 

      それでは、総会議事日程に従いまして、進行させていただきます。 

まず、日程第１、議事録署名委員の指名を行います。日置市農業委員会総会会議規則第１３条の規

定により、議事録署名委員として、１２番「横山義晴」委員と１３番「地頭所忠一」委員を指名させ

ていただきます。 

 

会長   次に、日程第２、議案第８号「農地転用事業計画変更申請書審議」を議題とします。 

     なお、日程第３、議案第９号「農地法第３条許可申請書審議」の番号７と、日程第５、議案第１１

号「農地法第５条許可申請書審議」の番号８と関連しますので、合わせて審議いたします。 

事務局の説明を求めます。 

事務局  資料の１頁をご覧ください。２件です。 

番号１は、６頁の議案第９号「農地法第３条許可申請書審議」の番号７と関連がありますので、合

わせて説明いたします。 

本申請は、平成３１年４月２６日付指令日農委第５号１で農地法第５条の規定により許可を受けた

転用事業計画を変更するため、申請がなされたものです。 

当初、計画者は、申請地に倉庫及び駐車場を整備する計画でありましたが、コロナの影響もあり事

業を計画どおり実施できず、申請当時に代表者務めていた譲受人は、現在は代表者を退き、農業者と

して申請地にて農業を営んでいくため、事業計画変更するものであります。 

なお、権利種別は所有権移転、権利取得後の経営面積は１５，３８５㎡、作物は甘藷です。 

番号２は、２４頁の議案第１１号「農地法第５条許可申請書審議」の番号８と関連がありますので、

合わせて説明いたします。 

本申請は、令和４年３月２８日付け指令日農委第５号９６及び令和４年４月２８日付け指令日農委

第５号１１により許可を受けた転用事業計画を変更するため、申請がなされたものです。これまでに

転用目的が産廃一次仮置場として３筆の許可を得ておりましたが、新たに相続の手続きが完了したた

め、３筆追加し所有権移転するものです。今回、追加の３筆のうち２筆は駐車場、現場事務所として

転用目的の追加となり、また１筆は産廃一次仮置場として申請農地の追加となります。いずれも転用

済みのため始末書が添付されております。 

以上、いずれの案件も農地法に係る事務処理要領の規定に該当するので、承認相当、また、番号１

については農地法第３条第２項各号に該当しないので、また番号２については農地法第５条第２項各

号に該当しないので許可要件をそれぞれ満たしていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   現地調査員の報告をお願いします。 

６番   議案第８号の番号１と議案第９号の番号７については一括して報告いたします。 

令和４年５月１８日、私と副の池田委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は草刈等で耕作できる農地です。 

農地の効率的耕作が認められるか否かについては、認められます。 

権利を取得する人の種別は、自然人です。 

農作業に常時従事すると認められるか否かについては、常時従事すると認められます。 

周辺農地に支障発生のおそれがあるか否かについては、生じるおそれがあると認められません。 

総論としまして、農地法に係る事務処理要領の規定に該当するので承認相当、また農地法第３条第

２項各号に該当しないので、許可相当であると判断しました。 
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以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

１５番   議案第８号の番号２と議案第１１号の番号８については一括して報告いたします。 

令和４年５月２１日、私と副の鶴田委員は、申請人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は非農地相当です。 

農地の区分については、中山間地域に存在する農業公共投資の対象となっていない、約０．７ｈａ

と小集団の生産性の低い農地であるので、第２種農地のその他の農地と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法に係る事務処理要領の規定に該当するので承認相当、また、農地法第５条

第２項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

会長   はい、ありがとうございました。 

議案第８号の番号１と議案第９号の番号７の案件、それと議案第８号の番号２と議案第１１号の番

号８の案件について、承認及び許可相当との報告をいただきました。 

     何かご質疑等は、ありませんか。 

議場   〔質問･意見等なし〕 

会長   質疑等ございませんので、議案第８号の番号１と議案第９号の番号７の案件、それと議案第８号の

番号２と議案第１１号の番号８の案件について、承認及び許可することに賛成の方は、挙手をお願い

します。 

議場   〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第８号の番号１と議案第９号の番号７の案件、それと議案第８号の番号２と議

案第１１号の番号８の案件について、承認及び許可することに決定しました。 
 

会長   次に、日程第３、議案第９号「農地法第３条許可申請書審議」の番号７以外の案件を議題とします。 

     事務局の説明を求めます。 

事務局  資料の５頁をご覧ください。番号７を除く11件について説明いたします。 

     番号１の権利種別は所有権移転、権利取得後の経営面積は４，３４０㎡、作物は野菜です。 

     番号２の権利種別は所有権移転、権利取得後の経営面積は２，８３４㎡、作物は甘藷です。 

    番号３の権利種別は所有権移転、権利取得後の経営面積は３，９７０㎡、作物は水稲及び甘藷です。 

    番号４の権利種別は使用貸借権、権利取得後の経営面積は３，５２１㎡、作物は野菜です。 

    番号５・６は関連案件になります。 

番号５の権利種別は使用貸借権、権利取得後の経営面積は番号５・６を合わせまして３，３１７㎡、

作物は野菜です。 

     番号６の権利種別は所有権移転、権利取得後の経営面積は３，３１７㎡、作物は野菜です。 

     番号８の権利種別は所有権移転、権利取得後の経営面積は４５５㎡、作物は野菜及び果樹です。 

     番号９の権利種別は所有権移転、権利取得後の経営面積は１９，２２７㎡、作物は水稲です。 

     番号１０の権利種別は所有権移転、権利取得後の経営面積は３１５㎡、作物は野菜です。 

     番号１１の権利種別は所有権移転、権利取得後の経営面積は２，２２７㎡、作物は水稲です。 

     番号１２の権利種別は所有権移転、権利取得後の経営面積は１８７㎡、作物は野菜です。 

     以上、計１１件、権利取得後の経営面積は下限面積以上であり、農地法第３条第２項各号に該当し    

ないので、許可要件を満たしていると考えます。 

     説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   現地調査委員の報告をお願いします。 
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２４番  議案第９の番号１について報告いたします。 

令和４年５月２０日、私と正の馬塲会長は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

農地の現況は耕作中の農地です。 

農地の効率的耕作が認められるか否かについては、認められます。 

権利を取得する人の種別は、自然人です。 

農作業に常時従事すると認められるか否かについては、常時従事すると認められます。 

周辺農地に支障発生のおそれがあるか否かについては、生じるおそれがあると認められません。 

総論としまして、農地法第３条第２項各号に該当しないので、許可相当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

２番   議案第９号の番号２について報告いたします。 

令和４年５月２０日、私と副の松崎委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

農地の現況は耕作中の農地です。 

農地の効率的耕作が認められるか否かについては、認められます。 

権利を取得する人の種別は、自然人です。 

農作業に常時従事すると認められるか否かについては、常時従事すると認められます。 

周辺農地に支障発生のおそれがあるか否かについては、生じるおそれがあると認められません。 

総論としまして、農地法第３条第２項各号に該当しないので、許可相当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

３番   議案第９号の番号３について報告いたします。 

令和４年５月２１日、私と副の東委員は、申請人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

農地の現況は耕作中の農地です。 

農地の効率的耕作が認められるか否かについては、認められます。 

権利を取得する人の種別は、自然人です。 

農作業に常時従事すると認められるか否かについては、常時従事すると認められます。 

周辺農地に支障発生のおそれがあるか否かについては、生じるおそれがあると認められません。 

総論としまして、農地法第３条第２項各号に該当しないので、許可相当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

４番   議案第９号の番号４について報告いたします。 

令和４年５月１９日、私と副の東峯委員は、申請人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

農地の現況は耕作中の農地です。 

農地の効率的耕作が認められるか否かについては、認められます。 

権利を取得する人の種別は、自然人です。 

農作業に常時従事すると認められるか否かについては、常時従事すると認められます。 

周辺農地に支障発生のおそれがあるか否かについては、生じるおそれがあると認められません。 

総論としまして、農地法第３条第２項各号に該当しないので、許可相当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

５番   議案第９号の番号５について報告いたします。 

令和４年５月２０日、私と副の今屋委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

農地の現況は耕作中及び草刈等で耕作できる農地です。 

農地の効率的耕作が認められるか否かについては、認められます。 

権利を取得する人の種別は、自然人です。 

農作業に常時従事すると認められるか否かについては、常時従事すると認められます。 

周辺農地に支障発生のおそれがあるか否かについては、生じるおそれがあると認められません。 

総論としまして、農地法第３条第２項各号に該当しないので、許可相当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 
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５番   議案第９号の番号６について報告いたします。 

令和４年５月２０日、私と副の今屋委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

農地の現況は草刈等で耕作できる農地です。 

農地の効率的耕作が認められるか否かについては、認められます。 

権利を取得する人の種別は、自然人です。 

農作業に常時従事すると認められるか否かについては、常時従事すると認められます。 

周辺農地に支障発生のおそれがあるか否かについては、生じるおそれがあると認められません。 

総論としまして、農地法第３条第２項各号に該当しないので、許可相当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

８番   議案第９号の番号８について報告いたします。 

令和４年５月２０日、私と副の本村委員は、申請人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

農地の現況は重機等により耕作できる農地です。 

農地の効率的耕作が認められるか否かについては、認められます。 

権利を取得する人の種別は、自然人です。 

農作業に常時従事すると認められるか否かについては、常時従事すると認められます。 

周辺農地に支障発生のおそれがあるか否かについては、生じるおそれがあると認められません。 

総論としまして、農地法第３条第２項各号に該当しないので、許可相当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

１２番  議案第９号の番号９について報告いたします。 

令和４年５月２３日、私と副の中玉利委員は、申請人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

農地の現況は耕作中の農地です。 

農地の効率的耕作が認められるか否かについては、認められます。 

権利を取得する人の種別は、自然人です。 

農作業に常時従事すると認められるか否かについては、常時従事すると認められます。 

周辺農地に支障発生のおそれがあるか否かについては、生じるおそれがあると認められません。 

総論としまして、農地法第３条第２項各号に該当しないので、許可相当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

１７番  議案第９号の番号１０について報告いたします。 

令和４年５月２０日、私と副の瀧聞委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

農地の現況は耕作中の農地です。 

農地の効率的耕作が認められるか否かについては、認められます。 

権利を取得する人の種別は、自然人です。 

農作業に常時従事すると認められるか否かについては、常時従事すると認められます。 

周辺農地に支障発生のおそれがあるか否かについては、生じるおそれがあると認められません。 

総論としまして、農地法第３条第２項各号に該当しないので、許可相当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

１７番  議案第９号の番号１１について報告いたします。 

令和４年５月２０日、私と副の瀧聞委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

農地の現況は耕作中の農地です。 

農地の効率的耕作が認められるか否かについては、認められます。 

権利を取得する人の種別は、自然人です。 

農作業に常時従事すると認められるか否かについては、常時従事すると認められます。 

周辺農地に支障発生のおそれがあるか否かについては、生じるおそれがあると認められません。 

総論としまして、農地法第３条第２項各号に該当しないので、許可相当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 
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１７番  議案第９号の番号１２について報告いたします。 

令和４年５月２０日、私と副の瀧聞委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

農地の現況は草刈等で耕作できる農地です。 

農地の効率的耕作が認められるか否かについては、認められます。 

権利を取得する人の種別は、自然人です。 

農作業に常時従事すると認められるか否かについては、常時従事すると認められます。 

周辺農地に支障発生のおそれがあるか否かについては、生じるおそれがあると認められません。 

総論としまして、農地法第３条第２項各号に該当しないので、許可相当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

会長   はい、ありがとうございました。議案第９号の番号７以外の案件について、許可相当との報告をい

ただきました。 

何かご質疑等は、ございませんか。 

議場    〔質問･意見等なし〕 

会長   質疑等ございませんので、議案第９号の番号７以外の案件について、許可することに賛成の方は、

挙手をお願いします。 

議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第９号の番号７以外の案件について、許可することに決定しました。 

 

会長   次に、日程第４、議案第１０号「農地法第４条許可申請書審議」を議題といたします。 

     事務局の説明を求めます。 

事務局   資料の２１頁をご覧ください。１件です。 

番号１の転用目的は、貸事務所です。 

以上、農地法第４条第６項各号に該当しないので、許可要件を満たしていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   現地調査員の報告をお願いします。 

８番   議案第１０号の番号１について報告いたします。 

令和４年５月２０日、私と副の本村委員は、申請人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は耕作中の農地です。 

農地の区分については、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められている区域

内にある農地であるので、第３種農地の都市計画用途地域内農地と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法第４条第６項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります 

会長   はい、ありがとうございました。 

議案第１０号の案件について、許可相当との報告をいただきました。 

何かご質疑等は、ございませんか。 

議場   〔質問･意見等なし〕 

会長   質疑等ございませんので、議案第１０号の案件について、許可することに賛成の方は、挙手をお願

いします。 

議場   〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第１０号の案件は、許可することに決定しました。 

 



7／17 

会長   次に、日程第５、議案第１１号「農地法第５条許可申請書審議」の番号８以外の案件を議題としま

す。事務局の説明を求めます。 

事務局  それでは資料の２３頁をご覧ください。番号８を除く１１件について説明たします。 

番号１の転用目的は、一般住宅、権利種別は所有権移転です。 

番号２の転用目的は、工場用地、権利種別は所有権移転です。 

番号３の転用目的は、牛舎、堆肥小屋、農業用倉庫、権利種別は所有権移転です。 

番号４の転用目的は、一般住宅、権利種別は所有権移転です。 

番号５及び番号６の転用目的は、建売住宅、権利種別は所有権移転です。 

番号７の転用目的は、一般住宅、権利種別は所有権移転です。 

番号９及び番号１０の転用目的は、一般住宅、権利種別は所有権移転です。 

番号１１及び番号１２の転用目的は、一般住宅、権利種別は使用貸借権設定です。 

なお、番号２については、令和４年４月１日付けで農用地区域からの除外決定済みです。 

番号３は令和４年４月５日付で、農用地区域の用途変更済みとなっております。また、既に転用済

みのため、始末書を添付しての申請です。 

番号４及び番号５は分筆予定での申請です。 

番号６は、建売住宅を２棟建築予定での申請です。 

番号７は、既に転用済みのため始末書を添付しての申請です。なお、隣接地の原野も一体利用し、

全体面積は４３９㎡です。 

番号９は、既に転用済みのため、始末書を添付しての申請です。 

以上、番号８を除く計１１件、農地法第５条第２項各号に該当しないので、許可要件を満たしてい

ると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

２４番  議案第１１号の番号１について報告いたします。 

令和４年５月２０日、私と正の馬塲会長は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は草刈等で耕作できる農地です。 

農地の区分については、中山間地域に存在する農業公共投資の対象となっていない、約０．４ｈａ

と小集団の生産性の低い農地であるので、第２種農地のその他の農地と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法第５条第２項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

２番   議案第１１号の番号２について報告いたします。 

令和４年５月２０日、私と副の松崎秀樹委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いまし

た。 

当該農地の現況は草刈等で耕作できる農地です。 

農地の区分については、土地改良事業が施工された農地であるが、農畜産物処理加工施設に該当す

るので、第１種農地の農業用施設等と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法第５条第２項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 
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６番   議案第１１号の番号３について報告いたします。 

令和４年５月１８日、私と副の池田委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は非農地相当です。 

農地の区分については、農用地区域内農地であるが、農業振興地域の整備に関する法律第８条第４

項に規定する農用地利用計画において指定された用途に供するので、農用地区域内農地の農用地利用

計画指定用途と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法第５条第２項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

８番   議案第１１号の番号４について報告いたします。 

令和４年５月２０日、私と副の本村委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は草刈等で耕作できる農地と一部耕作中の農地です。 

農地の区分については、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められている区域

から約１００ｍに位置する農地であり、その規模が約３．０ｈａで１０ｈａ未満であるので、第２種

農地の市街地近接農地と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法第５条第２項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

８番   議案第１１号の番号５について報告いたします。 

令和４年５月２０日、私と副の本村委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は草刈等で耕作できる農地です。 

農地の区分については、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められている区域

から約１００ｍに位置する農地であり、その規模が約３．０ｈａで１０ｈａ未満であるので、第２種

農地の市街地近接農地と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法第５条第２項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

１０番  議案第１１号の番号６について報告いたします。 

令和４年５月２３日、私と副の地頭所委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は草刈り等で耕作できる農地です。 

農地の区分については、中山間地域に存在する農業公共投資の対象となっていない、約０．２ｈａ

と小集団の生産性の低い農地であるので、第２種農地のその他の農地と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 
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総論としまして、農地法第５条第２項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

１４番  議案第１１号の番号７について報告いたします。 

令和４年５月２１日、私と副の重水委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は非農地相当です。 

農地の区分については、中山間地域に存在する農業公共投資の対象となっていない、約０．１ｈａ

と小集団の生産性の低い農地であるので、第２種農地のその他の農地と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法第５条第２項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

１５番  議案第１１号の番号９について報告いたします。 

令和４年５月２４日、私と副の鶴田委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は非農地相当です。 

農地の区分については、中山間地域に存在する農業公共投資の対象となっていない、約０．１ｈａ

と小集団の生産性の低い農地であるので、第２種農地のその他の農地と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法第５条第２項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

１７番  議案第１１号の番号１０について報告いたします。 

令和４年５月２０日、私と副の瀧聞委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は耕作中の農地です。 

農地の区分については、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められている区域

から約３３０ｍに位置する農地であり、その規模が約３．１ｈａで１０ｈａ未満であるので、第２種

農地の市街地近接農地と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法第５条第２項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

１８番  議案第１１号の番号１１について報告いたします。 

令和４年５月２０日、私と副の松崎弘安委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いまし

た。 

当該農地の現況は草刈り等で耕作できる農地です。 

農地の区分については、日置市役所本庁から約４２０ｍに位置する農地であるので、第２種農地の

５００ｍ以内農地と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 
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災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法第５条第２項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

１８番  議案第１１号の番号１２について報告いたします。 

令和４年５月２０日、私と副の松崎弘安委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いまし

た。 

農地の区分については、中山間地域に存在する農業公共投資の対象となっていない、約０．１ｈａ

と小集団の生産性の低い農地であるので、第２種農地のその他の農地と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法第５条第２項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

会長   はい、ありがとうございました。 

     議案第１１号の番号８以外の案件について、許可相当との報告をいただきました。 

何かご質疑等は、ございませんか。 

２番   番号７について、既に転用済みであるとのことですが、申請地の北側の農地を、以前、転用許可を

取って転用せず、今回の申請となった理由を教えてください。 

事務局  今回の申請については、３０頁の地図をご覧頂ください。畑部分の２３㎡と周辺の原野と一体利用

して一般住宅を建築しております。以前、転用許可を受けた部分については、後ほど審議します４２

頁の「荒廃農地に係る非農地判断審議」の番号１及び番号２の地番において許可を受けて、一般住宅

を建築しようとしたところです。なお、以前、転用許可を受けた箇所については、取消申請が提出さ

れ、許可の取消しを行いました。 

２番   前回の申請と今回の申請は不動産業者が入ったものなのか、不動産業者が間違ったのか、教えてく

ださい。 

事務局  前回はわかりませんが、今回は不動産業者が入っており、今回の申請地にて一般住宅を建築されて

おります。 

６番   今回の申請地の東側に里道がありますが、その東側が山林となっており、現地調査に行った際、こ

の山林が急傾斜となっていて、申請人が「将来災害があった際、大変である」との意見も言われ、ま

た、急傾斜の下側にはＪＲの線路が見えておりました。 

２番   そういう事で、事業を南側に変更したとの事ですね。了解しました。 

会長   他にありませんか。 

議場    〔質問･意見等なし〕 

会長   質疑等ございませんので、議案第１１号の番号８以外の案件について、許可することに賛成の方は、

挙手をお願いします。 

議場   〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第１１号の番号８以外の案件について、許可することに決定しました。 

 

会長   次に、日程第６、議案第１２号「非農地証明願出書審議」を議題とします。 

     事務局の説明を求めます。 

事務局  資料の３６頁をご覧ください。４件です。 

     非農地に至った理由及び現在の状況について説明します。 

     番号１は、法面であり農地として利用できない土地です。 

     番号２は、２０年以上経過した道路です。 
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番号３は、２０年以上経過した宅地及び法面です。 

番号４は、雑種地です。 

なお、番号４について、申請地の西側を、申請地の北側にある納豆製造業を営む法人が、駐車場・

資材置場として転用許可を得て造成をしておりましたが、嵩上げをした分、今回の申請地を払い下げ

る際に、本来なら建設課の方で地目を公衆用道路として変更をして払い下げればよかったのですが、

地目変更をしないまま、地目が畑のまま払い下げたとのことで、今回の申請となったものです。 

     説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長    現地調査員の報告をお願いします。 

２番   議案第１２号の番号１について報告いたします。 

令和４年５月２０日、私と副の松崎秀樹委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いまし

た。 

当該農地の現況は非農地相当です。 

認定基準の該当項目は、３号法面で農地として利用できない土地です。 

総論としまして、非農地証明書交付要綱第３条に該当しているので非農地として証明することが相

当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

１０番  議案第１２号の番号２について報告いたします。 

令和４年５月２３日、私と副の地頭所委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は非農地相当です。 

認定基準の該当項目は、２号道路で農地として利用できない土地です。 

総論としまして、非農地証明書交付要綱第３条に該当しているので非農地として証明することが相

当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

１２番  議案第１２号の番号３について報告いたします。 

令和４年５月２３日、私と副の中玉利委員は、申請人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は非農地相当です。 

認定基準の該当項目は、２号宅地及び３号法面で農地として利用できない土地です。 

総論としまして、非農地証明書交付要綱第３条に該当しているので非農地として証明することが相

当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

１２番  議案第１２号の番号４について報告いたします。 

令和４年５月２３日、私と副の中玉利委員は、申請人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は非農地相当です。 

認定基準の該当項目は、５号雑種地で農地として利用できない土地です。 

総論としまして、非農地証明書交付要綱第３条に該当しているので非農地として証明することが相

当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

会長   はい、ありがとうございました。議案第１２号のすべて案件について、非農地として証明すること

が相当であると報告をいただきました。 

何かご質疑等は、ございませんか。 

議場    〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ございませんので、議案第１２号のすべて案件について、非農地として証明することに賛成

の方は、挙手をお願いします。 

議場   〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第１２号のすべて案件について、非農地として証明することに決定しました。 
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会長   次に、日程第７、議案第１３号「荒廃農地に係る非農地判断審議」を議題とします。 

     事務局の説明を求めます。 

事務局   ４１頁をご覧ください。 

議案第１３号 「荒廃農地に係る非農地判断審議」についてであります。 

申請分となります。番号１及び番号２は、東市来町美山、登記地目は畑、登記面積は番号１が５０

４㎡、番号２が２３９㎡のうち２１６㎡、合計７２０㎡です。現地については、事務局で調査し、現

況地目は「原野」と判断しました。 

以上、畑２筆、面積７２０㎡です。 

農地法第２条第１項の農地に該当しないものとして判断することについて、ご審議よろしくお願い

します。 

会長   はい、ありがとうございました。ただいまの説明について、何かご質疑等は、ございませんか。   

議場    〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ございませんので、議案第１３号の案件について、非農地として判断することに賛成の方は、

挙手をお願いします。 

議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数ですので、議案第１３号の案件について、非農地として判断することに決定しました。 

 

会長   次に、日程第８、議案第１４号「農用地利用集積計画審議」を議題といたします。 

それでは、議事参与制限の案件を先に審議します。 

   まず、本村敏英委員が関係する案件を審議しますので、退席をお願いします。 
２４番  〔退 席〕 

会長   事務局の説明を求めます。 

事務局  ４７頁の番号２３です。貸借です。 

     面積について、田は２，４２１㎡、畑は無し、計２，４２１㎡、うち再設定面積は無し、利用権設 

定件数は１件、うち再設定件数は無しです。 

     本案の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号に定める要件に合致し

ていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   何かご質疑等は、ありませんか。 

議場    〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ありませんので、議案第１４号の本村委員が関係する番号２３の案件について、計画案どお

り決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第１４号の本村委員が関係する番号２３の案件は、計画案どおり決定しました

ので、市長へ、その旨、答申します。 

本村委員に着席の連絡をしてください。 

２４番   〔着 席〕 

会長   次に、横山義晴委員が関係する案件を審議しますので、退席をお願いします。 

１２番  〔退 席〕 

会長   事務局の説明を求めます。 

事務局  ４７頁の番号２５、４８頁の番号２６、５０頁の番号３８です。貸借です。 

この案件につきましては、横山委員が法人の役員を務める関係上、議事への参与を制限いたします。 

     面積について、田は３，９０２㎡、畑は無し、計３，９０２㎡、うち再設定面積は無し、利用権設 

定件数は３件、うち再設定件数は無しです。 
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 本案の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号に定める要件に合致し 

ていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   何かご質疑等は、ありませんか。 

議場    〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ありませんので、議案第１４号の横山委員が関係する利用権設定の番号２５及び番号２６、

番号３８の案件について、計画案どおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第１４号の横山委員が関係する利用権設定の番号２５及び番号２６、番号３８ 

の案件は、計画案どおり決定しましたので、市長へ、その旨、答申します。 

横山委員に着席の連絡をしてください。 

１２番  〔着 席〕 

会長   次に、春成勝美委員が関係する案件を審議しますので、退席をお願いします。 

１９番  〔退 席〕 

会長   事務局の説明を求めます。 

事務局  ５１頁の番号４２です。貸借です。 

この案件につきましては、借人が春成委員と農業経営が同一であるという関係上、議事への参与を

制限いたします。 

面積について、田は無し、畑は３２０㎡、計３２０㎡、うち再設定面積は無し、利用権設定件数は 

１件、うち再設定件数は無しです。 

本案の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号に定める要件に合致し

ていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   何かご質疑等は、ありませんか。 

議場    〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ありませんので、議案第１４号の春成委員が関係する利用権設定の番号４２の案件について、

計画案どおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第１４号の春成委員が関係する利用権設定の番号４２の案件は、計画案どおり

決定しましたので、市長へ、その旨、答申します。 

春成委員に着席の連絡をしてください。 

１９番  〔着 席〕 

会長   次に、永野彰一委員が関係する案件を審議しますので、退席をお願いします。 

３４番  〔退 席〕 

会長   事務局の説明を求めます。 

事務局  ５１頁の番号４３です。貸借です。 

     面積について、田は無し、畑は１，９２０㎡、計１，９２０㎡、うち再設定面積は無し、利用権設 

定件数は１件、うち再設定件数は無しです。 

本案の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号に定める要件に合致し 

ていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   何かご質疑等は、ありませんか。 

議場    〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ありませんので、議案第１４号の永野委員が関係する利用権設定の番号４３の案件について、

計画案どおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 
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議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第１４号の永野委員が関係する利用権設定の番号４３の案件は、計画案どおり 

決定しましたので、市長へ、その旨、答申します。 

永野委員に着席の連絡をしてください。 

３４番   〔着 席〕 

会長   次に、田中宏和委員が関係する案件を審議しますので、退席をお願いします。 

３２番   〔退 席〕 

会長   事務局の説明を求めます。 

事務局  ５１頁の番号４５です。貸借です。 

面積について、田は４３０㎡、畑は無し、計４３０㎡、うち再設定面積は無し、利用権設定件数は 

１件、うち再設定件数は無しです。 

本案の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号に定める要件に合致し

ていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   何かご質疑等は、ありませんか。 

議場    〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ありませんので、議案第１４号の田中委員が関係する利用権設定の番号４５の案件について、

計画案どおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第１４号の田中委員が関係する利用権設定の番号４５の案件の案件は、計画案 

どおり決定しましたので、市長へ、その旨、答申します。 

田中委員に着席の連絡をしてください。 

３２番   〔着 席〕 

会長   次に、地頭所忠一委員が関係する案件を審議しますので、退席をお願いします。 

１３番   〔退 席〕 

会長   事務局の説明を求めます。 

事務局  ５３頁の農地中間管理事業分の番号９です。貸借です。 

面積について、田は９４８㎡、畑は無し、計９４８㎡、うち再設定面積は無し、利用権設定件数は 

１件、うち再設定件数は無しです。 

本案の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号に定める要件に合致し

ていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   何かご質疑等は、ありませんか。 

議場   〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ありませんので、議案第１４号の地頭所委員が関係する農地中間管理事業の番号９の案件に

ついて、計画案どおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第１４号の地頭所委員が関係する農地中間管理事業の番号９の案件は、計画案 

どおり決定しましたので、市長へ、その旨、答申します。 

地頭所委員に着席の連絡をしてください。 

１３番   〔着 席〕 

会長   議案第１４号の議事参与制限以外の案件を審議します。 

会長   事務局の説明を求めます。 

事務局  説明に入ります前に修正を１か所お願いいたします。 

     ４４頁の番号７の契約内容についてであります。 
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     「使用貸借権」と記載されておりますが、「賃借権 １０ａ当たり２，０００円」と修正くださる

ようお願いします。 

     それでは説明に入ります。 

まず、利用権設定分です。資料の４３頁から５１頁です。貸借です。 

面積について、田は２５，８２１㎡、畑は２１，３１８㎡、計４７，１３９㎡、うち再設定面積は

１７，５４６㎡、利用権設定件数は３８件、うち再設定件数は１６件です。 

     次に、農地中間管理機構分です。資料の５２頁から５３頁です。貸借です。 

面積について、田は２，７８１㎡、畑は３，６０６㎡、計６，３８７㎡、うち再設定面積は無し、

利用権設定件数は８件、うち再設定件数は無しです。 

本案の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号に定める要件に合致し 

ていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   何かご質疑等は、ございませんか。 

議場    〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ございませんので、議案第１４号の議事参与制限以外の案件について、計画案どおり決定す

ることに賛成の方は、挙手をお願いします。 

議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第１４号の議事参与制限以外の案件は、計画案どおりに決定しましたので、市

長へ、その旨、答申します。 

 

会長   次に、日程第９、議案第１５号「日置市農業委員会の適正な事務実施に基づく点検・評価（令和３

年度）及び令和４年度最適化活動の目標と設定等審議」を議題とします。 

     事務局の説明を求めます。 

事務局   資料は５４頁からになります。 

誠に申し訳ありませんが、資料の訂正をお願いします。 

資料の６３頁になります。 

「１ 最適化活動の成果目標の（１）：農地の集積の中の ②：目標の中の一番下の段、今年度末

の集積目標（累計）（Ｄ）」の１,７４０ヘクタールを６６６．６ヘクタールに訂正をお願いします。 

それでは、議案第１５号「日置市農業委員会の適正な事務実施に基づく点検・評価（令和３年度）

及び令和４年度最適化活動の目標の設定等の審議」についてであります。 

  これにつきましては、「農業委員会等に関する法律」に基づき、農業委員会は、「毎年当該年度の

活動に対する点検・評価及び次年度の目標とその達成に向けた活動計画の検討を行うものとする。」

となっております。 

令和３年１月の総会においてご承認いただきました「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」

に基づいての各年度計画となります。 

  主な点のみ簡潔に説明させていただきます。 

初めに、令和３年度の目標及びその達成に向けた活動点検・評価についてです。 

  １番の「農業の概要」になりますが、昨年度との比較で、耕地面積が８０ｈａ減の２，７８０ｈａ

となっております。 

中段右側の認定農業者数の表になりますが、認定農業者は４人減の１５４人。認定新規就農者は、

８人減の１７人となっております。 

５５頁は、「担い手への農地の利用集積・集約化」になります。 

２番目の令和３年度の目標及び実績についてですが、令和３年度の目標を７７５ｈａに設定してお

りましたが、集積実績は５９６．６ｈａとなっています。 

５６頁をお開きください。「新たに農業経営を営もうとする者の参入促進」になります。 
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  ２番の目標と実績ですが、参入目標の３経営体と１．５ｈａに対して、新規参入者７経営体と１１．

９ｈａと目標を達成しております。 

５７頁は、「遊休農地に関する措置に関する評価」になります。 

遊休農地については、遊休農地面積が２１３．６ｈａとなり、遊休農地面積割合も減少いたしてお

りますが、目標には到達いたしませんでした。 

５８頁をお開きください。「違反転用への適正な対応」になります。 

令和３年度の実績は０ｈａとなり、是正文書を発出している違反転用面積も「０」となっておりま

す。 

５９頁から６１頁は、「農地法等によりその権限に属された事務に関する点検」になります。 

農地法３条に基づく許可事務が年間１２７件、前年度比較２件増、農地転用に関する事務が１０７

件、前年度比較△２３件、農地所有適格化法人数は２６法人となっております。 

 ６２頁をお開きください。 

令和４年度の最適化活動の目標の設定等についてです。 

 令和４年４月１日現在の農業委員数、総農業者数、耕地の面積等について掲載しています。 

次に６３頁の「最適化活動の成果目標」についてでございます。 

 ②の目標で令和１２年度での集積率を８３．２％で設定しておりますが、指針の集積目標に基づき、

今年度の新規集積目標を７０ｈａといたしております。 

 次に（２）の「遊休農地の解消」でございます。 

 既存の遊休農地の解消でございますが、令和３年度の遊休農地面積２１３．６ｈａの１／５である

４３ｈａといたしております。 

  また、ページ一番下のイ 新規発生遊休農地の解消につきましては、令和３年度で新たに発生した

遊休農地１９．７ｈａといたしております。 

次に６４頁、（３）「新規参入の促進」でございます。 

  権利移動面積は平成２８年から３０年度までの３年間の平均として、１８．４ｈａとなっておりま

す。 

  新規参入者への貸付等について農地所有者の同意を得た上で公表する農地面積の目標としまして、

平均の１割で、１．８ｈａを目標といたしました。 

  次に２「最適化活動の活動目標」でございます。 

   ４月の定例総会時にご説明いたしましたが、最適化交付金の実施要項に基づきまして、活動日数目

標の達成が１０日を基準に判断されることから、月１０日以上の活動日数を目標といたしました。 

次に（２）「活動強化月間の設定目標」でございます。 

今回の要綱の改正で、活動強化月間を３月以上設定することとなっております。 

  取組時期と項目につきまして、１１月に「農地の集積」としまして「貸したい」「借りたい」総点

検の実施、１０月に「遊休農地の解消」としまして、農地の利用意向調査による遊休農地の解消、 

１２月に「農地の集積」としまして、人・農地プランの話し合い活動への参加の３項目を強化月間の

設定目標といたしました。 

次に（３）「新規参入相談会の参加目標」でございます。 

例年開催されております「かごしま就農・就業相談会」に、３名以上参加していただき、新規就農

につながる取組として目標を設定いたしました。 

以上で説明を終わります。ご審議、よろしくお願いいたします。 

会長   はい、ありがとうございました。ここで、しばらく休憩します。次の会議を１０時４０分とします。 

<休 憩：１０時３０分～１０時４０分> 

会長   休憩前に引き続き会議を開きます。 
会長   先ほどの「日置市農業委員会の適正な事務実施に基づく点検・評価（令和３年度）及び令和４年度

最適化活動の目標と設定等審議」の説明について、何かご質疑等は、ございませんか。   
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議場    〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ございませんので、議案第１５号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手

をお願いします。 

議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数ですので、議案第１５号について、原案のとおり決定しました。 

 

会長   以上で、本日のすべての審議は終了いたしました。 

閉会のあいさつを会長代理にお願いします。 

２番   令和４年度５月総会を閉会します。 

 

( 閉会 １０時４５分 ) 

                                                  

 

この議事録が真正なものと認め、ここに署名する。 

 

会 長                         

 

１２番                         

 

１３番                         


